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２ 土地需要の喚起を通じた土地の流動化・有効利用の促進

土地に係る固定資産税等の負担軽減

商業地等に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めると
ころにより、負担水準６０％から７０％の範囲内で条例で定める負担水
準により算定される税額まで、一律に減額することができる措置を講ず

※ 都市計画税についても同様の措置を講ずる。る。

土地譲渡益課税制度の再構築

市場中立的かつ恒久的税体系の構築により土地の流動化・有効利用を
促進する観点から、土地等に係る譲渡所得課税について、以下の措置を
講ずる。

１．個人の土地等長期譲渡所得に係る税率を現行の２６％から２０％に引き
下げて恒久化する。

２．法人の土地等譲渡所得に対する重課措置 等（長期…５％、短期…１０％）

の適用停止期限を５年延長する。

個人が優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合等に係る課税３．
の特例（軽減税率）について、１．の一般税率の引下げに対応した税率の
引下げ等（２０００万円以下１４％、２０００万円超２０％)を行った上で、
適用期限を５年延長する。

＜現行制度の概要＞
個人の土地長期譲渡所得に対しては、他の所得と分離して、下表の税率で課税される。

譲渡益 ４千万円
（長期安定税制）昭和57年度～ 26％ 1/2総合課税

※当時の所得税本則（税率；最低10%、最高75%（地方税込み))

による1/2総合課税の実効税率とほぼ均衡。………

（バブル対策税制）平成３年度～ 39％

39％平成７年度～ 32.5％
８千万円

39％平成８年度～ 26％ 32.5％
６千万円（本則）

平成10年度～ 26％ 32.5％
（時限）

平成11年度～ 26％
（時限）15年度

※優良な宅地開発事業等に土地を譲渡した場合、

4000万円以下の部分が20%に軽減される。

平成16年度～ 20％

※優良な宅地開発事業等に土地を譲渡した場合、
2000万円以下の部分が14%に軽減される。
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土地譲渡所得に係る１５００万円特別控除制度の延長

良好な環境を備えた良質な住宅の建設・宅地の造成を促進する観点から、
特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の１５００万円
特別控除の適用期限を３年延長する。

特定の事業用資産の買換え特例制度の延長

長期保有土地等を活用した設備投資の促進により、都市における投資
需要を喚起するとともに、土地の有効利用を促進する観点から、長期保有
土地等から土地等に買い換えた場合に課税の繰延べ（繰延率８０％）を
認める特例制度の適用期限を３年延長する。

＜現行制度の概要＞

譲渡資産 買換資産
譲渡価格

圧縮80％ 課税繰延

(80％)譲渡所得

新取得20％ 課 税

取得費 価額

不動産証券化を促進するための特例措置の延長及び拡充

○ Ｊリート及びＳＰＣ等に係る登録免許税の特例措置（税率：6/1000）の

延長

○ ＪリートのＳＰＣ証券保有規制（50%未満に制限）の緩和

資産デフレ解消の切札である不動産証券化を促進するため、Jリート等が不

動産を取得しやすい環境を整備する観点から、特例措置の延長・拡充を行う。


